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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、ＩＴＯまたはＩＺＯで構成される導電性酸化膜及び銀（Ａｇ）または銀（Ａｇ
）合金を含む導電層を具備する多重膜を形成し
前記多重膜を下記化学式１で表示される物質、酢酸アンモニウム、超純水、並びに燐酸、
硝酸及び酢酸を含むエッチング液を用いてエッチングすることを含むことを特徴とする配
線形成方法。
（化１）
Ｍ（ＯＨ）ＸＬＹ

（ただし、前記式でＭはＺｎ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｂａ、Ｆｅ、Ｔｉ、ＳｉまたはＢであ
り、Ｘは２または３であり、ＬはＨ２Ｏ、ＮＨ３、ＣＮ、ＣＯＲ、ＮＨ２Ｒであり、Ｙは
０、１、２または３であり、Ｒはアルキル基である。）
【請求項２】
前記多重膜を形成することは前記基板上に前記導電性酸化膜、前記銀（Ａｇ）または銀（
Ａｇ）合金を含む導電層及び前記導電性酸化膜を順次的に積層することを含むことを特徴
とする請求項１に記載の配線形成方法。
【請求項３】
前記化学式１で表示される物質の含有量は０．１～５重量％であり、且つ前記酢酸アンモ
ニウムの含有量は０．００１～０．１重量％であることを特徴とする請求項１に記載の配
線形成方法。
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【請求項４】
更に、燐酸を６０～７０重量％で含み、硝酸を０．５～５重量％で含み、且つ酢酸を２～
し１０重量％で含むことを特徴とする請求項１または３に記載の配線形成方法。
【請求項５】
前記基板は絶縁体または半導体で構成されることを特徴とする請求項１に記載の配線形成
方法。
【請求項６】
前記エッチングは３０～５０℃で行われることを特徴とする請求項１に記載の配線形成方
法。
【請求項７】
前記エッチングは噴射方式で行われることを特徴とする請求項１に記載の配線形成方法。
【請求項８】
前記エッチングは３０～１００秒間行われることを特徴とする請求項１に記載の配線形成
方法。
【請求項９】
前記エッチングは前記多重膜を構成する膜を一括的にエッチングすることを特徴とする請
求項１に記載の配線形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエッチング液に係り、さらに詳細には銀（Ａｇ）配線用エッチング液、これを
用いた銀（Ａｇ）配線形成方法及び薄膜トランジスタ基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）は現在最も広く用い
られている平板表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）のうちの一つである
。液晶表示装置は、電極が形成されている２枚の基板とその間に挟まれている液晶層で構
成されて、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって透過され
る光量を調節する表示装置である。
【０００３】
　現在液晶表示装置においては、電界生成電極が２個の基板にそれぞれ具備されている形
態が主流である。この液晶表示装置においては、一つの基板には複数の画素電極がマトリ
クス（ｍａｔｒｉｘ）状に配列されていて、他の基板には一つの共通電極が基板全面を覆
っている。このような液晶表示装置においては、画像の表示は各画素電極に異なる電圧を
印加することによって行われる。このために画素電極に印加される電圧をスイッチングす
るための三端子素子である薄膜トランジスタを各画素電極に接続し、この薄膜トランジス
タを制御するための信号を伝達するゲート線（ｇａｔｅ　ｌｉｎｅ）と画素電極に印加さ
れる電圧を伝達するデータ線（ｄａｔａ　ｌｉｎｅ）を基板上に形成する。
【０００４】
　一方、液晶表示装置の表示面積がますます大型化することによって、前記薄膜トランジ
スタに接続されるゲート線及びデータ線も長くなり、それによって配線の抵抗も増加する
。したがって、このような抵抗増加による信号遅延などの問題を解決するためには、前記
ゲート線及びデータ線を出来る限り低い抵抗率を有する材料で形成する必要がある。
【０００５】
　配線材料のうち最も低い抵抗率を有する物質は銀（Ａｇ）である。銀（Ａｇ）は抵抗率
が約１．５９μΩｃｍであることが知られている。したがって、実際工程で銀（Ａｇ）で
構成されたゲート線及びデータ線を用いることによって、信号遅延などの問題を解決する
ことができる。
【０００６】
　しかし、銀（Ａｇ）はガラスなどの絶縁基板または真性非晶質シリコンやドーピングさ
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れた非晶質シリコンなどで構成された半導体基板などの下部基板に対して接着性（ａｄｈ
ｅｓｉｏｎ）が極めて悪く、蒸着が容易でなく、配線の浮き上がり（ｌｉｆｔｉｎｇ）ま
たはピーリング（ｐｅｅｌｉｎｇ）が容易に誘発される。また、銀（Ａｇ）導電層が基板
に蒸着された場合にもこれをパターニングするためにエッチング液を用いるようになる。
このようなエッチング液として従来のエッチング液を用いる場合、銀（Ａｇ）が過度にエ
ッチングされたり、不均一にエッチングされて配線の浮き上がり（ｌｉｆｔｉｎｇ）また
はピーリング（ｐｅｅｌｉｎｇ）現象が発生して、配線の側面プロファイルが不良になる
。
【０００７】
　したがって、基板上に蒸着された銀（Ａｇ）導電層をパターニングする過程で、銀（Ａ
ｇ）導電層の接着性を維持しながら配線の側面プロファイルを良好にするエッチング液が
要求されている。
【特許文献１】韓国公開特許第２００３－００３４４０２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする技術的課題は銀（Ａｇ）配線用エッチング液を提供しようと
するものである。
【０００９】
　本発明が解決しようとする他の技術的課題は前記エッチング液を用いる銀（Ａｇ）配線
形成方法を提供しようとするものである。
【００１０】
　本発明が解決しようとするまた他の技術的課題は前記エッチング液を用いる薄膜トラン
ジスタ基板の製造方法を提供しようとするものである。
【００１１】
　本発明の技術的課題は以上で言及した技術的課題で制限されないし、言及されないまた
他の技術的課題は下記の記載から当業者に明確に理解されることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記技術的課題を達成するための本発明の一実施形態によるエッチング液は下記化学式
１で表示される物質、酢酸アンモニウム及び残量の超純水を含む。
　（化学式１）
　Ｍ（ＯＨ）ＸＬＹ

　（ただし、前記式でＭはＺｎ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｂａ、Ｆｅ、Ｔｉ、ＳｉまたはＢで
あり、Ｘは２または３であり、ＬはＨ２Ｏ、ＮＨ３、ＣＮ、ＣＯＲ、ＮＨ２Ｒであり、Ｙ
は０、１、２または３であり、Ｒはアルキル基である。）
【００１３】
　前記他の技術的課題を達成するための本発明の一実施形態による配線形成方法は、基板
上に導電性酸化膜及び銀（Ａｇ）または銀（Ａｇ）合金を含む導電層を具備する多重膜を
形成し、前記多重膜を下記化学式１で表示される物質、酢酸アンモニウム及び超純水を含
むエッチング液を用いてエッチングする段階を含む。
　（化学式１）
　Ｍ（ＯＨ）ＸＬＹ

　（ただし、前記式でＭはＺｎ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｂａ、Ｆｅ、Ｔｉ、ＳｉまたはＢで
あり、Ｘは２または３であり、ＬはＨ２Ｏ、ＮＨ３、ＣＮ、ＣＯＲ、ＮＨ２Ｒであり、Ｙ
は０、１、２または３であり、Ｒはアルキル基である。）
【００１４】
　前記また他の技術的課題を達成するための本発明の一実施形態の薄膜トランジスタ基板
の製造方法は、基板上に導電性酸化膜及び銀（Ａｇ）または銀（Ａｇ）合金を含む導電層
を具備するゲート多重膜を形成して、前記ゲート多重膜をパターニングしてゲート配線を
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形成し、前記基板及び前記ゲート配線上にゲート絶縁膜及び半導体層を形成し、前記半導
体層上に導電性酸化膜及び銀（Ａｇ）または銀（Ａｇ）合金を含む導電層を具備するデー
タ多重膜を形成して、前記データ多重膜をパターニングしてデータ配線を形成することを
含み、前記ゲート配線及び／または前記データ配線を形成することは下記化学式１で表示
される物質、酢酸アンモニウム及び超純水を含むエッチング液を用いてエッチングするこ
とを含む。
　（化学式１）
　Ｍ（ＯＨ）ＸＬＹ

　（ただし、前記式でＭはＺｎ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｂａ、Ｆｅ、Ｔｉ、ＳｉまたはＢで
あり、Ｘは２または３でありて、ＬはＨ２Ｏ、ＮＨ３、ＣＮ、ＣＯＲ、ＮＨ２Ｒであり、
Ｙは０、１、２または３であり、Ｒはアルキル基である。）
【００１５】
　その他実施形態の具体的な事項は詳細な説明及び図面に含まれている。
【発明の効果】
【００１６】
　上述したように、本発明の一実施形態によるエッチング液を用いて銀（Ａｇ）導電層の
上部及び／または下部に非晶質形態の導電性酸化膜が形成されている多重膜をエッチング
すれば、多重膜下部に対する接着性が維持されて、優れたプロファイルを有する配線を得
ることができる。また、このようなエッチング液を用いて銀（Ａｇ）導電層の上部及び／
または下部に非晶質の導電性酸化膜が形成されている多重膜を具備する薄膜トランジスタ
基板を製造すれば、薄膜トランジスタ基板のゲート及びデータ配線の接着性及びプロファ
イルが改善され、信号特性が良くなり、画質が改善される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は添付される図面と共に詳細に後
述する実施形態を参照すると明確になる。しかし、本発明は以下で開示する実施形態に限
られることはなく、相異なる多様な形態で実現される。本実施形態は、単に、本発明が属
する技術分野で通常の知識を有する者に発明の範疇を完全に知らせるために提供するため
に記載され、本発明は請求項の範疇により定義される。明細書全体にかけて同一参照符号
は同一構成要素を指す。
【００１８】
　以下、添付した図面を参照して本発明の一実施形態による銀（Ａｇ）配線形成方法を説
明する。図１ないし図３は本発明の一実施形態による金属配線形成方法の工程段階別断面
図である。
【００１９】
　図１を参照すると、先に基板１上にＩＴＯまたはＩＺＯなどの導電性酸化物で構成され
た導電層２ａ（以下、「下部導電性酸化膜」という）、銀（Ａｇ）または銀（Ａｇ）合金
を含む導電層２ｂ（以下、「銀（Ａｇ）導電層」という）及びＩＴＯまたはＩＺＯなどの
導電性酸化物で構成された導電層２ｃ（以下、「上部導電性酸化膜」という）を順次的に
積層して三重膜２を形成する。ここで基板１は、例えば、ガラスなどの絶縁基板または真
性非晶質シリコンやドーピングされた非晶質シリコンなどで構成された半導体基板である
ようにしてもよい。
【００２０】
　下部導電性酸化膜２ａ、銀（Ａｇ）導電層２ｂ及び上部導電性酸化膜２ｃは、例えば、
スパッタリング（ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）で形成する。以下、このようなスパッタリング
のターゲットとしてＩＴＯと銀（Ａｇ）とを用いた、例えば、三重膜２を形成するための
スパッタリング工程を説明する。
【００２１】
　まず、銀（Ａｇ）ターゲットにはパワーを印加せず、ＩＴＯターゲットにだけパワーを
印加して、基板１上にＩＴＯで構成される下部導電性酸化膜２ａを形成する。下部導電性
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酸化膜２ａは約３～３０ｎｍの厚さに形成する。下部導電性酸化膜２ａの厚さが３ｎｍ以
上である場合、下部の基板１と上部の銀（Ａｇ）導電層２ｂとが部分的に接触することを
効果的に防止して、基板１との十分な接着性を確保することができる。また接触抵抗の観
点で、下部導電性酸化膜２ａの厚さが３０ｎｍ以下であることが好適である。望ましくは
約５～１０ｎｍの厚さに形成するようにしてもよい。
【００２２】
　このようなスパッタリングは、例えば、約１５０℃以下、望ましくは室温で行うように
してもよい。このような温度は、ＩＴＯを含む導電性酸化物が結晶化しない温度、すなわ
ち非晶質形態に形成される温度である。前記のような条件でＩＴＯを蒸着する場合、非晶
質（ａｍｏｒｐｈｏｕｓ）状態のＩＴＯが形成される。この時、水素気体（Ｈ２）または
水蒸気（Ｈ２０）を共に供給するようにしてもよい。また、スパッタリング時、例えば、
窒素気体（Ｎ２）、アンモニア（ＮＨ３）、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）のような窒素供給気体
に露出させて窒化性ＩＴＯ（ＩＴＯＮ）を形成するようにしてもよい。窒化性ＩＴＯ（Ｉ
ＴＯＮ）は銀（Ａｇ）とＩＴＯの接触領域で銀（Ａｇ）の酸化を防止して、配線抵抗の急
速な増加を抑制する。
【００２３】
　続いて、ＩＴＯターゲットに印加するパワーをオフ（ｏｆｆ）した後、銀（Ａｇ）ター
ゲットにパワーを印加して銀（Ａｇ）導電層２ｂを形成する。銀（Ａｇ）導電層２ｂは約
１００～３００ｎｍの厚さに形成する。望ましくは１５０～２００ｎｍの厚さに形成する
ようにしてもよい。
【００２４】
　ここで銀（Ａｇ）導電層２ｂと基板１と間には非晶質ＩＴＯで構成された下部導電性酸
化膜２ａが介在するようになるが、非晶質ＩＴＯは表面粗さが非常に大きい物質であって
、表面に微細な凹凸部（凹凸）を多量に含む。このような凹凸部によって、下部の基板１
と下部導電性酸化膜２ａとの間及び下部導電性酸化膜２ａと上部の銀（Ａｇ）導電層２ｂ
と間の接触面積が増加して接着性が向上する。
【００２５】
　続いて、同一な方法で銀（Ａｇ）ターゲットに印加するパワーをオフ（ｏｆｆ）した後
、ＩＴＯターゲットにパワーを印加して上部導電性酸化膜２ｃを形成する。この時、上部
導電性酸化膜２ａは非晶質ＩＴＯで構成されるため、三重膜２の上部に形成される膜、例
えば絶縁膜等と銀（Ａｇ）導電層２ｂとの接着性が増加する。また、上部導電性酸化膜２
ｃは銀（Ａｇ）導電層２ｂから三重膜２の上側に銀（Ａｇ）が拡散することを防止する。
このような上部導電性酸化膜２ａは前述した下部導電性酸化膜２ａのように約３～３０ｎ
ｍ、望ましくは５～１０ｎｍの厚さに形成するようにしてもよい。
【００２６】
　続いて、図２に示したように三重膜２上に感光膜を塗布して露光及び現像し、配線パタ
ーンを定義する感光膜パターン３を形成する。
【００２７】
　続いて、図３に示したように感光膜パターン３をエッチングマスクとして用いて三重膜
２をエッチングし、感光膜パターン３を除去して三重膜配線２を形成する。三重膜２に対
するエッチング工程はエッチング液を用いる湿式エッチングで行われる。
【００２８】
　ここで前記湿式エッチング工程に用いられる本発明の一実施形態によるエッチング液は
下記化学式１で表示される物質、酢酸アンモニウム及び超純水を含む。
　（化学式１）
　Ｍ（ＯＨ）ＸＬＹ

　（ただし、前記式でＭはＺｎ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｂａ、Ｆｅ、Ｔｉ、ＳｉまたはＢで
あり、Ｘは２または３であり、ＬはＨ２Ｏ、ＮＨ３、ＣＮ、ＣＯＲ、ＮＨ２Ｒであり、Ｙ
は０、１、２または３であり、Ｒはアルキル基である。）
【００２９】
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　前記化学式１によって示される物質は、エッチング液の安定度を高める安定剤としての
役割をし、同時にエッチングの均一性を高めてエッチング時のエッチングプロファイルを
良くする働きを有している。前記化学式１で表示される物質の含有量は、例えば、エッチ
ング液総量を基準にして０．１重量％～５重量％であるようにしてもよい。前記化学式１
で表示される物質の含有量が０．１重量％以上である場合、前記化学式１で表示される物
質の添加効果が十分に発現し、５重量％以下ならば添加による効果を維持し、また添加の
効果が減少することを防止することができる。前記化学式１で表示される物質の含有量は
、望ましくは０．５重量％～０．２重量％であることようにしてもよい。
【００３０】
　酢酸アンモニウム（ａｍｍｏｎｉｕｍ　ａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ）は、相対的に微量で
用いられ、前記化学式１で表示される物質のようにエッチング均一性を高めて、エッチン
グ時のエッチングプロファイルを良くする役割をする。酢酸アンモニウムの含有量は、例
えば、エッチング液総量を基準にして０．００１重量％～０．１重量％であるようにして
もよく、前記範囲で添加による効果を十分に発現させることができる。酢酸アンモニウム
の含有量は、望ましくは０．００２重量％～０．００５重量％であるようにしてもよい。
【００３１】
　しかし、前記化学式１で表示される物質及び酢酸アンモニウムの含有量は、前記範囲に
制限されるわけではなく、エッチング対象、エッチング温度、エッチング時間、エッチン
グ方式、他の添加物の種類などによって前記範囲以外の含有量でも用いることができ、こ
れは本発明の範疇に含まれる。
【００３２】
　また、本発明の一実施形態によるエッチング液は燐酸、硝酸及び酢酸をさらに含むよう
にしてもよい。
【００３３】
　ここで、燐酸はエッチング速度を増加させる役割をする。燐酸の含有量は、エッチング
液総量を基準にして５０～８０重量％であるようにしてもよい。燐酸の含有量が５０重量
％以上であれば十分なエッチング速度を確保することができ、８０重量％以下である場合
、粘度上昇による噴射の難しさを効果的に防止することができる。燐酸の含有量は、望ま
しくは６０～７０重量％であるようにしてもよい。
【００３４】
　硝酸はエッチング速度を増加させる役割をする。硝酸の含有量はエッチング液総量を基
準にして０．１～１０重量％であるようにしてもよい。硝酸の含有量が０．１重量％以上
である場合、エッチング速度が十分に上昇し、硝酸の含有量が１０重量％以下ならば、感
光膜の損傷を効果的に防止することができる。硝酸の含有量は、望ましくは０．５ないし
５重量％であるようにしてもよい。
【００３５】
　酢酸（ａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ）は感光膜に対する湿潤性を改善する役割をする。酢酸
の含有量は１～２５重量％であるようにしてもよい。酢酸の含有量が１重量％以上である
場合、感光膜に対するエッチング液の湿潤性が低下してエッチングが不完全になるのを効
果的に防止することができて、２５重量％以下である場合には、酢酸の蒸発を抑制するこ
とによってエッチング液の組成が大きく変わってエッチング液の寿命が短縮されるのを防
止することができる。酢酸の含有量は、望ましくは２～１０重量％であるようにしてもよ
い。
【００３６】
　共に前記エッチング液はその特性を改善するために、例えば界面活性剤等のような添加
剤をさらに含むことができる。界面活性剤は陰イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、
陽性界面活性剤または非イオン界面活性剤であってもよい。エッチング液の中の界面活性
剤の含有量は０．００１～１重量％であるようにしてもよく、望ましくは０．００５～０
．１重量％であるようにしてもよい。
【００３７】
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　また、前記エッチング液はエッチング液に含まれる前記物質を除いた残りで超純水を含
むようにしてもよい。
【００３８】
　このようなエッチング液は、例えば、超純水などの水に前記化学式１で示される物質及
び酢酸アンモニウムをはじめとする燐酸、硝酸、酢酸などを混合する方法で製造すること
ができて、また、前記物質の水溶液をあらかじめ製造した後にこれを混合して製造するこ
ともでき、これに制限されるのではない。また、混合順序に対しても特別な制限がない。
【００３９】
　一方、前記エッチング液の中に微粒子が存在する場合、微細なパターンのための均一な
エッチングに問題を起こす場合がある。したがってエッチング液の中粒径が０．５μｍ以
上である微粒子の個数が１０００／ｍＬ以下になるように微粒子をあらかじめ除去するこ
とが望ましい。エッチング液の中の微粒子を除去する方法によってエッチング液を微細濾
過膜フィルターに濾過させる方法を用いるようにしてもよい。濾過法は１回通過式であっ
てもよく、望ましくは微粒子を高速で除去する循環式を用いるようにしてもよい。
【００４０】
　このようなエッチング液は三重膜２に対するエッチング選択比が高いながらも、エッチ
ング工程後基板１に対する三重膜２の接着性を維持して、エッチングされた三重膜配線２
の側面プロファイルが鋭角の優れたテーパー角を有するようにする。
【００４１】
　以下、本実施形態に適用されるエッチング液を用いて三重膜２をエッチングする段階を
詳細に説明する。
【００４２】
　三重膜２のエッチングは上部導電性酸化膜２ｃ、銀（Ａｇ）導電層２ｂ及び下部導電性
酸化膜２ａを個別的に行うこともあるが、上部及び下部導電性酸化膜２ｃ、２ａを構成す
るＩＴＯなどと銀（Ａｇ）導電層２ｂの銀（Ａｇ）または銀（Ａｇ）合金のエッチング速
度が同様なため、一括的に行うことができ、この場合にも三重膜配線２の側面プロファイ
ルが良好に形成される。
【００４３】
　このようなエッチング工程は感光膜パターン３が形成されている三重膜２表面にエッチ
ング液を噴射する噴射方式で行われるようにしてもよい。この時、温度は約３０～５０℃
に維持するようにしてもよい。エッチング時間は、例えば、基板１がエッチング液に露出
する時間をエンドポイントディテクター（Ｅｎｄ　Ｐｏｉｎｔ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ、ＥＰ
Ｄ）により検出した次に、その時間の約半分の時間がさらに経過する時までとするように
してもよい。このようなエッチング時間は、例えば、約３０～１００秒であるようにして
もよい。
【００４４】
　続いて、図４を参照して、前記したようなエッチング液が適用された本発明の一実施形
態による金属配線のプロファイルに対して説明する。図４は基板上に形成されたＩＴＯ、
銀（Ａｇ）導電層及びＩＴＯで構成された三重膜配線を本発明の一実施形態によるエッチ
ング液を用いてパターニングした後の金属配線のプロファイルを示す断面写真である。
【００４５】
　一般的に三重膜２に含まれている銀（Ａｇ）導電層２ｂは、基板１との接着性（ａｄｈ
ｅｓｉｏｎ）がよくない。このために本実施形態では銀（Ａｇ）導電層２ｂの下部及び上
部にＩＴＯなどで構成された導電性酸化膜２ａ、２ｃを形成して接着性を向上させている
。しかしこのような三重膜配線２を形成するために従来の配線パターニングに使われるエ
ッチング液を用いれば、エッチングを行うことによって三重膜２の基板１に対する接着力
が弱まり基板１から三重膜配線２のピーリング（ｐｅｅｌｉｎｇ）または浮き上がり（ｌ
ｉｆｔｉｎｇ）現象が発生する場合がある。また、パターニングされた三重膜配線２の側
面プロファイルが均一ではなく、逆テーパー傾斜角を有するようになる場合がある。
【００４６】
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　一方、エッチング液として本発明の一実施形態によるエッチング液を用いれば、前記エ
ッチング液は三重膜２に対するエッチング選択比が高いながらもエッチング均一性が良好
であるため、図４で分かるように三重膜配線２の基板１に対する接着性に影響を与えず、
鋭角の優れたテーパー角を有する側面プロファイルを形成することができる。
【００４７】
　以上、本実施形態では基板上に下部導電性酸化膜、銀（Ａｇ）導電層及び上部導電性酸
化膜で構成される三重膜の例を挙げて説明したが、前記導電性酸化膜は銀（Ａｇ）導電層
の上部及び下部のうちいずれか一つにだけ形成された多重膜であるようにしてもよい。
【００４８】
　前記したようなエッチング液及びこれを用いた銀（Ａｇ）配線形成方法は薄膜トランジ
スタ基板の製造方法にも適用され得る。
【００４９】
　以下、添付した図面を参照して本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造
方法を説明する。
【００５０】
　まず図５Ａ及び図５Ｂを参照して本発明の一実施形態による製造方法により製造された
薄膜トランジスタ基板の構造を説明する。図５Ａは本発明の一実施形態による製造方法に
より製造された薄膜トランジスタ基板のレイアウト図であって、図５Ｂは図５ＡのＢ－Ｂ
’線に沿って切断した断面図である。
【００５１】
　絶縁基板１０上にゲート信号を伝達する複数のゲート配線が形成されている。ゲート配
線２２、２４、２６、２７、２８は横方向にのびているゲート線２２、ゲート線２２の端
に接続されていて外部からのゲート信号の印加を受けてゲート線に伝達するゲート終端２
４、ゲート線２２に接続されて突起状に形成された薄膜トランジスタのゲート電極２６、
ゲート線２２と平行に形成されている維持電極２７及び維持電極線２８を含む。維持電極
線２８は画素領域を横切って横方向にのびており、維持電極線２８に比べて幅が広く形成
されている維持電極２７が接続される。維持電極２７は後述する画素電極８２に接続され
たドレイン電極拡張部６７と重なって画素の電荷保持能力を向上させる蓄積容量を形成す
る。このような維持電極２７及び維持電極線２８の形態及び配置などは多様な形態に変形
されることができ、画素電極８２とゲート線２２の重なりにより発生する蓄積容量が十分
な場合形成されないようにしてもよい。
【００５２】
　ゲート配線２２、２４、２６、２７はインジウムスズオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉ
ｎ　Ｏｘｉｄｅ；ＩＴＯ）またはインジウムジンクオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ
　Ｏｘｉｄｅ；ＩＺＯ）等の導電性酸化物で構成された導電層２２１、２４１、２６１、
２７１（以下、「下部導電性酸化膜」という）、銀（Ａｇ）または銀合金（Ａｇ－ａｌｌ
ｏｙ）で構成された導電層２２２、２４２、２６２、２７２（以下、「銀（Ａｇ）導電層
」という）及びＩＴＯまたはＩＺＯのような導電性酸化物で構成された導電層２２３、２
４３、２６３、２７３（以下、「上部導電性酸化膜」という）の三重膜２２、２４、２６
、２７、２８で形成されている。また図面に直接図示しなかったが、維持電極線２８も他
のゲート配線２２、２４、２６、２７と等しい三重膜の構造を有する。以下で説明する三
重膜構造のゲート配線には維持電極線２８も含まれる。
【００５３】
　このようなゲート三重膜２２、２４、２６、２７、２８の構造及び機能は前述した本発
明の一実施形態による銀（Ａｇ）配線形成方法での三重膜の構造及び機能と同様である。
【００５４】
　基板１０、ゲート配線２２、２４、２６、２７、２８の上には窒化シリコン（ＳｉＮｘ
）等で構成されたゲート絶縁膜３０が形成されている。
【００５５】
　ゲート電極２６のゲート絶縁膜３０上部には水素化非晶質シリコンまたは多結晶シリコ
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ンなどの半導体で構成された半導体層４０がアイランド状に形成されていて、半導体層４
０の上部にはシリサイドまたはｎ型不純物が高農度でドーピングされたｎ＋水素化非晶質
シリコンなどの物質からなるオーミックコンタクト層５５、５６がそれぞれ形成されてい
る。
【００５６】
　オーミックコンタクト層５５、５６及びゲート絶縁膜３０上にはデータ配線６２、６５
、６６、６７、６８が形成されている。データ配線６２、６５、６６、６７、６８は縦方
向に形成されてゲート線２２と交差して画素を定義するデータ線６２、データ線６２の分
枝でありオーミックコンタクト層５５の上部まで延長されているソース電極６５、データ
線６２の一側端に接続されて外部からの画像信号の印加を受けるデータ終端６８、ソース
電極６５と分離されていてゲート電極２６または薄膜トランジスタのチャネル部に対して
ソース電極６５の反対側オーミックコンタクト層５６上部に形成されているドレイン電極
６６及びドレイン電極６６から延長されて維持電極２７と重なる広い面積のドレイン電極
拡張部６７を含む。
【００５７】
　このようなデータ配線６２、６５、６６、６７、６８はＩＴＯのような導電性酸化物で
構成された導電層６２１、６５１、６６１、６７１、６８１（以下、「下部導電性酸化膜
」という）、銀（Ａｇ）または銀合金（Ａｇ－ａｌｌｏｙ）で構成された導電層６２２、
６５２、６６２、６７２、６８２（以下、「銀（Ａｇ）導電層」という）及びＩＴＯのよ
うな導電性酸化物で構成された導電層６２３、６５３、６６３、６７３、６８３（以下、
「上部導電性酸化膜」という）の三重膜６２、６５、６６、６７、６８で形成されている
。ここで下部導電性酸化膜６２１、６５１、６６１、６７１、６８１及び上部導電性酸化
膜６２３、６５３、６６３、６７３、６８３の構造及び機能はゲート配線２２、２４、２
６、２７、２８と同様であるのでその説明を省略する。
【００５８】
　ソース電極６５は半導体層４０と少なくとも一部分が重なって、ドレイン電極６６はゲ
ート電極２６を中心にしてソース電極６５と対向して半導体層４０と少なくとも一部分が
重なる。ここで、オーミックコンタクト層５５、５６はその下部の半導体層４０と、その
上部のソース電極６５及びドレイン電極６６間に存在してコンタクト抵抗を低減する役割
をする。
【００５９】
　ドレイン電極拡張部６７は維持電極２７と重なるように形成されて、維持電極２７とゲ
ート絶縁膜３０とを間に置いて蓄積容量が形成される。維持電極２７を形成しない場合、
ドレイン電極拡張部６７も形成しない。
【００６０】
　データ配線６２、６５、６６、６７、６８及びこれらが遮らない半導体層４０上部には
保護膜７０が形成されている。保護膜７０は例えば平坦化特性が優れていて感光性（ｐｈ
ｏｔｏｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ）を有する有機物質、プラズマ化学気相蒸着（Ｐｌａｓｍ
ａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ、ＰＥＣ
ＶＤ）で形成されるａ－Ｓｉ：Ｃ：Ｏ、ａ－Ｓｉ：Ｏ：Ｆなどの低誘電率絶縁物質、また
は無機物質である窒化シリコン（ＳｉＮｘ）等で形成されるようにしてもよい。また、保
護膜７０を有機物質で形成する場合にはソース電極６５とドレイン電極６６との間の半導
体層４０が露出された部分に保護膜７０の有機物質が接触することを防止するために、有
機膜の下部に窒化シリコン（ＳｉＮｘ）または酸化シリコン（ＳｉＯ２）で構成された絶
縁膜（図示せず）がさらに形成されるようにしてもよい。
【００６１】
　保護膜７０にはドレイン電極拡張部６７及びデータ線終端６８をそれぞれ露出するコン
タクトホール７７、７８が形成されており、保護膜７０とゲート絶縁膜３０にはゲート線
終端２４を露出するコンタクトホール７４が形成されている。保護膜７０上にはコンタク
トホール７７を介してドレイン電極６６と電気的に接続されて、画素に位置する画素電極
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８２が形成されている。データ電圧が印加された画素電極８２は上部表示板の共通電極と
共に電界を生成することによって画素電極８２と共通電極と間の液晶層の液晶分子の配列
を決定する。
【００６２】
　また、保護膜７０上にはコンタクトホール７４、７８を介してそれぞれゲート終端２４
及びデータ終端６８に接続されている補助ゲート終端８４及び補助データ終端８８が形成
されている。画素電極８２と補助ゲート及びデータ終端８６、８８はＩＴＯで構成されて
いる。
【００６３】
　以下、本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法について図５Ａ及び
図５Ｂと、図６Ａないし図９Ｂを参照しながら詳細に説明する。
【００６４】
　まず図６Ａ及び図６Ｂに示したように、絶縁基板１０上にＩＴＯまたはＩＺＯなどの導
電性酸化物で構成された導電層と銀（Ａｇ）を含む導電層及びＩＴＯまたはＩＺＯなどの
導電性酸化物で構成された導電層を順次的に積層してそれぞれ下部導電性酸化膜２２１、
２４１、２６１、２７１、銀（Ａｇ）導電層２２２、２４２、２６２、２７２及び上部導
電性酸化膜２２３、２４３、２６３、２７３のゲート三重膜２２、２４、２６、２７、２
８を形成する。
【００６５】
　このようなゲート三重膜２２、２４、２６、２７、２８を形成する方法では前述した本
発明の一実施形態による銀（Ａｇ）配線形成方法での三重膜を形成する方法が適用される
。
【００６６】
　続いて、前記ゲート三重膜をフォトエッチングする。前記エッチング工程はエッチング
液を用いる湿式エッチングで行われ、前記エッチング液としては図１ないし図４の実施形
態で適用されたエッチング液が適用されるので、これに対する重複説明は省略する。
【００６７】
　このような本発明の一実施形態によるエッチング液を用いるようにエッチングすれば、
前記エッチング液は三重膜に対するエッチング選択比が高いながらもエッチング均一性が
良好であるため、前述したようにゲート三重膜配線２２、２４、２６、２７、２８の基板
１０に対する接着性に影響を与えず、鋭角の優れたテーパー角を有する側面プロファイル
を形成することができる。
【００６８】
　これで、図６Ａ及び図６Ｂに示したように、ゲート線２２、ゲート電極２６、ゲート終
端２４、維持電極２７及び維持電極線２８を含むゲート配線２２、２４、２６、２７、２
８が形成される。
【００６９】
　続いて、図７Ａ及び図７Ｂに示したように、窒化シリコンで構成されたゲート絶縁膜３
０、真性非晶質シリコン層及び導電性を付与する不純物がドーピングされた非晶質シリコ
ン層を、例えば、化学気相蒸着法を用いてそれぞれ１、５０ｎｍ～５、００ｎｍ、５０ｎ
ｍ～２、００ｎｍ、３０ｎｍ～６０ｎｍの厚さに連続蒸着して、真性非晶質シリコン層と
ドーピングされた非晶質シリコン層とをフォトエッチングしてゲート電極（２４）上部の
ゲート絶縁膜３０上にアイランド状の半導体層４０とオーミックコンタクト層５５、５６
を形成する。
【００７０】
　ここでゲート絶縁膜３０、真性非晶質シリコン層及び不純物がドーピングされた非晶質
シリコン層を形成する段階は、約２００℃以上の高温で行われるため、ゲート配線２２、
２４、２６、２７、２８に含まれている非晶質状態のＩＴＯが結晶質ＩＴＯに変わる。こ
れで、導電性酸化膜２２１、２４１、２６１、２７１及び２２３、２４３、２６３、２７
３と銀（Ａｇ）導電層２２２、２４２、２６２、２７２との接着性がさらに増加する。
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【００７１】
　続いて、図８Ａ及び図８Ｂに示したように、ゲート絶縁膜３０、露出した半導体層４０
及びオーミックコンタクト層５５、５６上にスパッタリングなどの方法でＩＴＯなどによ
って構成された下部導電性酸化膜６２１、６５１、６６１、６７１、６８１、銀（Ａｇ）
または銀（Ａｇ）合金によって構成された銀（Ａｇ）導電層６２２、６５２、６６２、６
７２、６８２及びＩＴＯなどによって構成された上部導電性酸化膜６２３、６５３、６６
３、６７３、６８３を順に積層したデータ三重膜６２、６５、６６、６７、６８を形成す
る。ここで下部導電性酸化膜６２１、６５１、６６１、６７１、６８１、銀（Ａｇ）また
は銀（Ａｇ）合金で構成された銀（Ａｇ）導電層６２２、６５２、６６２、６７２、６８
２及び上部導電性酸化膜６２３、６５３、６６３、６７３、６８３の積層方法は、ゲート
配線２２、２４、２６、２７、２８を形成段階での下部導電性酸化膜２２１、２４１、２
６１、２７１、銀（Ａｇ）または銀（Ａｇ）合金で構成された銀（Ａｇ）導電層２２２、
２４２、２６２、２７２及び上部導電性酸化膜２２３、２４３、２６３、２７３と同様で
あるのでその説明を省略する。
【００７２】
　続いて、前記データ三重膜をフォトエッチングする。前記エッチング工程はエッチング
液を用いる湿式エッチングで行われ、前記エッチング液としては図１ないし図４の実施形
態で適用されたエッチング液が同様に適用されるので、これに対する重複説明は省略する
。
【００７３】
　このような本実施形態に適用されるエッチング液を用いるようにエッチングすれば、前
記エッチング液は三重膜に対するエッチング選択比が高いながらもエッチング均一性が良
好であるため、前述したようにデータ三重膜配線６２、６５、６６、６７、６８のゲート
絶縁膜３０及びオーミックコンタクト層５５、５６に対する接着性に影響を与えず、鋭角
の優れたテーパー角を有する側面プロファイルを形成することができる。
【００７４】
　これで、ゲート線２２と交差するデータ線６２、データ線６２に接続されてゲート電極
２６上部まで延長されているソース電極６５、データ線６２の一側端に接続されているデ
ータ終端６８、ソース電極６５と分離されていてゲート電極２６を中心にしてソース電極
６５と向き合うドレイン電極６６及びドレイン電極６６から延長されて維持電極２７と重
なる広い面積のドレイン電極拡張部６７を含むデータ配線６２、６５、６６、６７、６８
が形成される。
【００７５】
　続いて、データ配線６２、６５、６６、６７、６８で遮らないドーピングされた非晶質
シリコン層をエッチングしてデータ配線６２、６５、６６、６７、６８をゲート電極２６
を中心にして両側に分離させる一方、両側のオーミックコンタクト層５５、５６間の半導
体層４０を露出させる。このとき、露出した半導体層４０の表面を安定化させるために酸
素プラズマを実施することが望ましい。
【００７６】
　続いて、図９Ａ及び図９Ｂに示したように平坦化特性が優れ感光性を有する有機物質、
プラズマ化学気相蒸着（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏ
ｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ；ＰＥＣＶＤ）で形成されるａ－Ｓｉ：Ｃ：Ｏ、ａ－Ｓｉ：Ｏ
：Ｆなどの低誘電率絶縁物質、または無機物質である窒化シリコン（ＳｉＮｘ）等を単一
層または複数層で形成して保護膜（ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）７０を形成す
る。
【００７７】
　続いて、フォトエッチング工程によりゲート絶縁膜３０と共に保護膜７０をパターニン
グして、ゲート終端２４、ドレイン電極拡張部６７及びデータ終端６８を露出するコンタ
クトホール７４、７７、７８を形成する。このとき、感光性を有する有機膜である場合に
は写真工程だけでコンタクトホールを形成することができ、ゲート絶縁膜３０と保護膜７
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０に対して実質的に等しいエッチング比を有するエッチング条件で実施することが望まし
い。
【００７８】
　続いて、最後に図５Ａ及び図５Ｂに示したように、ＩＴＯ膜を蒸着してフォトエッチン
グしてコンタクトホール７７を介してドレイン電極６６に接続される画素電極８２とコン
タクトホール７４、７８を介してゲート終端２４及びデータ終端６８とそれぞれ接続する
補助ゲート終端８４及び補助データ終端８８を形成する。
【００７９】
　本実施形態ではゲート線とデータ線が下部導電性酸化膜、銀（Ａｇ）導電層及び上部導
電性酸化膜で構成される三重膜で形成された例を挙げて説明したが、ゲート線及びデータ
線のうちいずれか一つだけ三重膜で形成される場合にも同様に適用することができる。ま
た、前記ゲート線及びデータ線に対して下部導電性酸化膜、銀（Ａｇ）導電層及び上部導
電性酸化膜で構成される三重膜の例を挙げたが、前記導電性酸化膜は銀（Ａｇ）導電層の
上部及び下部のうちいずれか一つにだけ形成された多重膜であることもある。
【００８０】
　以上、半導体層とデータ配線を相異なるマスクを利用したフォトエッチング工程で形成
する薄膜トランジスタ基板の製造方法を説明したが、半導体層とデータ配線を一つの感光
膜パターンを利用したフォトエッチング工程で形成する薄膜トランジスタ基板の製造方法
に対しても同様に適用することができる。これに対して図面を参照して詳細に説明する。
【００８１】
　まず、図１０Ａないし図１９Ｂを参照して本発明の他の実施形態による製造方法により
製造された薄膜トランジスタ基板の単位画素構造に対して詳細に説明する。
【００８２】
　図１０Ａは本発明の他の実施形態による製造方法により製造された薄膜トランジスタ基
板のレイアウト図であって、図１０Ｂは図１０ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図で
ある。
【００８３】
　まず、本発明の一実施形態と等しく絶縁基板１０上にゲート信号を伝達する複数のゲー
ト配線が形成されている。ゲート配線２２、２４、２６、２７、２８は横方向にのびてい
るゲート線２２、ゲート線２２の端に接続されていて外部からのゲート信号の印加を受け
てゲート線に伝達するゲート終端２４、ゲート線２２に接続されて突起状に形成された薄
膜トランジスタのゲート電極２６、ゲート線２２と平行に形成されている維持電極２７及
び維持電極線２８を含む。維持電極線２８は画素領域を横切って横方向にのびており、維
持電極線２８に比べて幅が広く形成されている維持電極２７が接続される。維持電極２７
は後述する画素電極８２に接続されたドレイン電極拡張部６７と重なって画素の電荷保持
能力を向上させる蓄積容量を形成する。このような維持電極２７及び維持電極線２８の形
態及び配置などは多様な形態に変形することができ、画素電極８２とゲート線２２の重な
りにより発生する蓄積容量が十分な場合、形成されないこともある。
【００８４】
　ゲート配線２２、２４、２６、２７、２８は図５Ａないし図９Ｂの実施形態と等しくイ
ンジウムスズオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ；ＩＴＯ）またはインジウ
ムジンクオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ；ＩＺＯ）等の導電性酸化物
で構成された下部導電性酸化膜２２１、２４１、２６１、２７１、銀（Ａｇ）または銀合
金（Ａｇ－ａｌｌｏｙ）で構成された銀（Ａｇ）導電層２２２、２４２、２６２、２７２
及びＩＴＯまたはＩＺＯのような導電性酸化物で構成された上部導電性酸化膜２２３、２
４３、２６３、２７３の三重膜で形成されている。
【００８５】
　基板１０、ゲート配線２２、２４、２６、２７、２８上には窒化シリコン（ＳｉＮｘ）
等で構成されたゲート絶縁膜３０が形成されている。
【００８６】
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　ゲート絶縁膜３０上には水素化非晶質シリコンまたは多結晶シリコンなどの半導体で構
成された半導体パターン４２、４４、４８が形成されており、半導体パターン４２、４４
、４８の上部にはシリサイドなどのｎ型不純物が高農度でドーピングされているｎ＋水素
化非晶質シリコンなどの物質からなるオーミックコンタクト層５２、５５、５６、５８が
形成されている。
【００８７】
　オーミックコンタクト層５２、５５、５６、５８上にはデータ配線６２、６５、６６、
６７、６８が形成されている。データ配線６２、６５、６６、６７、６８は縦方向に形成
されてゲート線２２と交差して画素を定義するデータ線６２、データ線６２の分枝であり
、オーミックコンタクト層５５の上部まで延長されているソース電極６５、データ線６２
の一側端に接続されて外部からの画像信号を印加を受けるデータ終端６８、ソース電極６
５と分離されていてゲート電極２６または薄膜トランジスタのチャネル部に対してソース
電極６５の反対側オーミックコンタクト層５６上部に形成されているドレイン電極６６及
びドレイン電極６６から延長されて維持電極２７と重なる広い面積のドレイン電極拡張部
６７を含む。
【００８８】
　このようなデータ配線６２、６５、６６、６７、６８は前述したゲート配線２２、２４
、２６、２７、２８のようにＩＴＯのような導電性酸化物で構成された導電層６２１、６
５１、６６１、６７１、６８１（以下、「下部導電性酸化膜」という）、銀（Ａｇ）また
は銀合金（Ａｇ－ａｌｌｏｙ）で構成された導電層６２２、６５２、６６２、６７２、６
８２（以下、「銀（Ａｇ）導電層」という）及びＩＴＯのような導電性酸化物で構成され
た導電層６２３、６５３、６６３、６７３、６８３（以下、「上部導電性酸化膜」という
）の三重膜で形成されている。
【００８９】
　ソース電極６５は半導体層４０と少なくとも一部分が重なって、ドレイン電極６６はゲ
ート電極２６を中心にしてソース電極６５と対向して半導体層４０と少なくとも一部分が
重なる。ここで、オーミックコンタクト層５５、５６はその下部の半導体層４０と、その
上部のソース電極６５及びドレイン電極６６間に存在してコンタクト抵抗を低くめる役割
をする。
【００９０】
　ドレイン電極拡張部６７は維持電極２７と重なるように形成されて、維持電極２７とゲ
ート絶縁膜３０とを間に置いて蓄積容量が形成される。維持電極２７を形成しない場合ド
レイン電極拡張部６７も形成しない。
【００９１】
　オーミックコンタクト層５２、５５、５６、５８はその下部の半導体パターン４２、４
４、４８とその上部のデータ配線６２、６５、６６、６７、６８とのコンタクト抵抗を低
減する役割をしており、データ配線６２、６５、６６、６７、６８と完全に等しい形態を
有する。
【００９２】
　一方、半導体パターン４２、４４、４８は薄膜トランジスタのチャネル部を除けばデー
タ配線６２、６５、６６、６７、６８及びオーミックコンタクト層５２、５５、５６、５
８と等しい形状を有している。すなわち、薄膜トランジスタのチャネル部でソース電極６
５とドレイン電極６６が分離されていてソース電極６５下部のオーミックコンタクト層５
５とドレイン電極６６下部のオーミックコンタクト層５６も分離されているが、薄膜トラ
ンジスタ用半導体パターン４４はここで切れなくて接続されて薄膜トランジスタのチャネ
ルを生成する。
【００９３】
　データ配線６２、６５、６６、６７、６８及びこれらが遮らない半導体パターン４４上
部には保護膜７０が形成されている。保護膜７０は例えば平坦化特性が優れた感光性（ｐ
ｈｏｔｏｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ）を有する有機物質、プラズマ化学気相蒸着（Ｐｌａｓ
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ｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ；ＰＥ
ＣＶＤ）で形成されるａ－Ｓｉ：Ｃ：Ｏ、ａ－Ｓｉ：Ｏ：Ｆなどの低誘電率絶縁物質、ま
たは無機物質である窒化シリコン（ＳｉＮｘ）等で形成されるようにしてもよい。また、
保護膜７０を有機物質で形成する場合にはソース電極６５とドレイン電極６６間の半導体
パターン４４が露出された部分に保護膜７０の有機物質が接触することを防止するために
、有機膜の下部に窒化シリコン（ＳｉＮｘ）または酸化シリコン（ＳｉＯ２）で構成され
た絶縁膜（図示せず）がさらに形成されるようにしてもよい。
【００９４】
　保護膜７０にはドレイン電極拡張部６７及びデータ線終端６８をそれぞれ露出するコン
タクトホール７７、７８が形成されており、保護膜７０とゲート絶縁膜３０にはゲート線
終端２４を露出するコンタクトホール７４が形成されている。
【００９５】
　また、保護膜７０上にはコンタクトホール７４、７８を介してそれぞれゲート終端２４
及びデータ終端６８に接続されている補助ゲート終端８４及び補助データ終端８８が形成
されている。画素電極８２と補助ゲート及びデータ終端８６、８８はＩＴＯで構成されて
いる。
【００９６】
　以下、本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法について図１０Ａ
及び図１０Ｂと図１１Ａないし図１９Ｂを参照しながら説明するようにする。
【００９７】
　まず、図１１Ａ及び図１１Ｂに示したように、図５Ａないし図９Ｂの実施形態と同様に
ＩＴＯまたはＩＺＯなどの導電性酸化物で構成された導電層と銀（Ａｇ）を含む導電層及
びＩＴＯまたはＩＺＯなどの導電性酸化物で構成された導電層を順次的に積層してそれぞ
れ下部導電性酸化膜２２１、２４１、２６１、２７１、銀（Ａｇ）導電層２２２、２４２
、２６２、２７２及び上部導電性酸化膜２２３、２４３、２６３、２７３のゲート三重膜
２２、２４、２６、２７、２８を形成する。
【００９８】
　続いて、前記ゲート三重膜をフォトエッチングする。前記エッチング工程はエッチング
液を用いる湿式エッチングで行われる。前記エッチング液は図１ないし図４の実施形態で
適用されたエッチング液が適用されるので、これに対する重複説明は省略する。
【００９９】
　これで図１１Ａ及び図１１Ｂに示したようにゲート線２２、ゲート電極２６、ゲート終
端２４、維持電極２７及び維持電極線２８を含むゲート配線２２、２４、２６、２７、２
８が形成される。
【０１００】
　続いて、図１２に示したように窒化シリコンで構成されたゲート絶縁膜３０、真性非晶
質シリコン層４０及びドーピングされた非晶質シリコン層５０を例えば、化学気相蒸着法
を利用してそれぞれ１、５０ｎｍ～５、００ｎｍ、５０ｎｍ～２、００ｎｍ、３０ｎｍ～
６０ｎｍの厚さに連続蒸着する。続いて、ドーピングされた非晶質シリコン層５０上にス
パッタリングなどの方法でＩＴＯなどで構成された下部導電性酸化膜６０１、銀（Ａｇ）
または銀（Ａｇ）合金で構成された銀（Ａｇ）導電層６０２及びＩＴＯなどで構成された
上部導電性酸化膜６０３を順に積層したデータ三重膜６０を形成する。ここでデータ三重
膜６０の積層方法は図５Ａないし図９Ｂの実施形態でのデータ三重膜の積層方法と等しい
。
【０１０１】
　続いて前記データ三重膜６０の上部に感光膜１１０を塗布する。ここで、感光膜１１０
はノボラック樹脂（ｎｏｖｏｌａｃ　ｒｅｓｉｎ）であるようにしてもよい。
【０１０２】
　続いて、図１３Ａないし図１８を参照すると、マスクを通して感光膜１１０に光を照射
した後、現像して、図１３Ｂに示したように、感光膜パターン１１２、１１４を形成する
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。このとき、感光膜パターン１１２、１１４のうちで薄膜トランジスタのチャネル部、す
なわちソース電極６５とドレイン電極６６と間に位置した第１部分１１４はデータ配線部
、すなわちデータ配線が形成される部分に位置した第２部分１１２より厚さが薄くなるよ
うにし、チャネル部とデータ配線部とを除いたその他部分の感光膜はすべて除去する。こ
のとき、チャネル部に残っている感光膜１１４の厚さとデータ配線部に残っている感光膜
１１２の厚さのと比は後述するエッチング工程での工程条件によって異なるようにしなけ
ればならないが、第１部分１１４の厚さを第２部分１１２の厚さの１／２以下にすること
が望ましく、例えば、第１部分１１４の厚さは４、００ｎｍ以下であるようにしてもよい
。
【０１０３】
　このように、位置によって感光膜の厚さを異にする方法としては、種々の方法を用いる
ことができ、光透過量を調節するために主にスリット（ｓｌｉｔ）や格子状のパターンを
形成したり半透明膜を用いたりするようにしてもよい。
【０１０４】
　このとき、スリット間に位置したパターンの線幅やパターン間の間隔、すなわちスリッ
トの幅は露光時用いる露光機の分解能より小さいことが望ましく、半透明膜を用いる場合
にはマスクを製作するとき、透過率を調節するために他の透過率を有する薄膜を用いたり
厚さが異なった薄膜を用いたりするようにしてもよい。
【０１０５】
　このようなマスクを通して感光膜に例えば３６ｍｍＪだけ光を照射すれば、光に直接露
出する部分では高分子が完全に分解されるが、スリットパターンや半透明膜が形成されて
いる部分では光の照射量が少ないので高分子は完全分解されない状態となり、遮光幕で遮
られた部分では高分子がほとんど分解されない。続いて感光膜を現像すると、高分子分子
が分解されない部分だけが残って、光が少なく照射された中央部分には光に全く照射され
ない部分より薄い厚さの感光膜が残ることになる。このとき、露光時間を長くすればすべ
ての分子が分解されるのでそのようにならないようにしなければならない。
【０１０６】
　このような薄い厚さの感光膜１１４はリフローが可能な物質で構成された感光膜を用い
て光が完全に透過することができる部分と光が完全に透過されない部分に分けられた通常
的なマスクで露光した次に現像してリフローさせて感光膜が残留しない部分に感光膜の一
部が流れ下がるようにすることによって形成するようにしてもよい。
【０１０７】
　続いて、感光膜パターン１１４及びその下部の上部導電性酸化膜６０３、銀（Ａｇ）導
電層６０２及び下部導電性酸化膜６０１で構成されたデータ三重膜６０に対するエッチン
グを行う。本エッチング工程は図５Ａないし図９Ｂの実施形態でのデータ配線エッチング
工程及び本実施形態でのゲート配線２２、２４、２６、２８、２９形成のためのエッチン
グ工程と実質的に等しく、これに対する重複説明は省略する。
【０１０８】
　このようにすれば、図１４に示したように、チャネル部及びデータ配線部の三重膜パタ
ーン６２、６４、６７、６８だけが残ってチャネル部及びデータ配線部を除いたその他部
分の三重膜６０はすべて除去されてその下部のドーピングされた非晶質シリコン層５０が
露出される。このとき残った三重膜パターン６２、６４、６７、６８はソース及びドレイ
ン電極６５、６６が分離されなくて接続されている点を除けばデータ配線（図５Ｂの６２
、６５、６６、６７、６８）の形態と等しい。
【０１０９】
　続いて、図１５に示したように、チャネル部とデータ配線部を除いたその他部分の露出
したドーピングされた非晶質シリコン層５０及びその下部の真性非晶質シリコン層４０を
感光膜の第１部分１１４と共に乾式エッチング方法で同時に除去する。この時のエッチン
グは感光膜パターン１１２、１１４とドーピングされた非晶質シリコン層５０及び真性非
晶質シリコン層４０が同時にエッチングされてゲート絶縁膜３０はエッチングされない条
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件下で行なわなければならない。特に感光膜パターン１１２、１１４と真性非晶質シリコ
ン層４０に対するエッチング比がほとんど等しい条件でエッチングすることが望ましい。
例えば、ＳＦ６とＨＣｌの混合気体や、ＳＦ６とＯ２の混合気体を用いるとほとんど等し
い厚さで両膜をエッチングすることができる。感光膜パターン１１２、１１４と真性非晶
質シリコン層４０に対するエッチング比が等しい場合第１部分１１４の厚さは真性非晶質
シリコン層４０とドーピングされた非晶質シリコン層５０との厚さの和と同じであるかそ
れより小さくなければならない。このようにすれば、図１５に示したように、チャネル部
の第１部分１１４が除去されてソース／ドレイン用三重膜パターン６４が露出されて、そ
の他部分のドーピングされた非晶質シリコン層５０及び真性非晶質シリコン層４０が除去
されてその下部のゲート絶縁膜３０が露出される。一方、データ配線部の第２部分１１２
もエッチングされるので厚さが薄くなる。
【０１１０】
　続いて、アッシング（ａｓｈｉｎｇ）によりチャネル部のソース／ドレイン用三重膜パ
ターン６４表面に残っている感光膜残渣を除去する。
【０１１１】
　続いて、図１６に示したようにチャネル部の上部導電性酸化膜６４３、銀（Ａｇ）導電
層６４２及び下部導電性酸化膜６４１で構成された三重膜パターン６４をエッチングして
除去する。前記エッチング工程はエッチング液を用いる湿式エッチングで行われ、前記エ
ッチング液としては図１ないし図４の実施形態で適用されたエッチング液が適用されるの
で、これに対する重複説明は省略する。
【０１１２】
　続いて、ドーピングされた非晶質シリコンで構成されたオーミックコンタクト層をエッ
チングする。この時、乾式エッチングを用いるようにしてもよい。エッチング気体の例で
はＣＦ４とＨＣｌの混合気体やＣＦ４とＯ２の混合気体を挙げることができ、ＣＦ４とＯ

２を用いると均一な厚さで真性非晶質シリコンで構成された半導体パターン４４を残すこ
とができる。この時、半導体パターン４４の一部が除去されて厚さが薄くなることもあっ
て感光膜パターンの第２部分１１２もある程度の厚さでエッチングされることができる。
この時のエッチングはゲート絶縁膜３０がエッチングされない条件で行なわなければなら
なく、第２部分１１２がエッチングされてその下部のデータ配線６２、６５、６６、６７
、６８が露出されることがないように感光膜パターンが厚いのが望ましいことはもちろん
である。
【０１１３】
　このようにすれば、ソース電極６５とドレイン電極６６が分離されながらデータ配線６
５、６６とその下部のオーミックコンタクト層５５、５６が完成される。
【０１１４】
　続いて、図１７に示したようにデータ配線部に残っている感光膜第２部分１１２を除去
する。
【０１１５】
　続いて、図１８に示したように保護膜７０を形成する。
【０１１６】
　続いて、図１９Ａ及び図１９Ｂに示したように、保護膜７０をゲート絶縁膜３０と共に
フォトエッチングしてドレイン電極拡張部６７、ゲート終端２４、及びデータ終端６８を
それぞれ露出するコンタクトホール７７、７４、７８を形成する。
【０１１７】
　最後に、図１０Ａ及び図１０Ｂに示したように、４０ｎｍ～５０ｎｍ厚さのＩＴＯ層を
蒸着してフォトエッチングしてドレイン電極拡張部６７に接続された画素電極８２、ゲー
ト終端２４に接続された補助ゲート終端８４及びデータ終端６８に接続された補助データ
終端８８を形成する。
【０１１８】
　一方、ＩＴＯを積層する前の予熱（ｐｒｅ－ｈｅａｔｉｎｇ）工程で用いる気体として
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は窒素を用いることが望ましく、これはコンタクトホール７４、７７、７８を介して露出
された金属膜２４、６７、６８の上部に金属酸化膜が形成されることを防止するためであ
る。
【０１１９】
　このような本発明の他の実施形態では本発明の一実施形態による効果だけでなくデータ
配線６２、６５、６６、６７、６８とその下部のオーミックコンタクト層５２、５５、５
６、５８及び半導体パターン４２、４８を一つのマスクを用いて形成し、この過程でソー
ス電極６５とドレイン電極６６を分離することによって製造工程を単純化することができ
る。
【０１２０】
　本実施形態ではゲート線とデータ線が下部導電性酸化膜、銀（Ａｇ）導電層及び上部導
電性酸化膜で構成される三重膜で形成された例を挙げて説明したが、ゲート線及びデータ
線のうちいずれか一つだけ三重膜で形成された場合にも同一に適用することができる。ま
た、前記ゲート線及びデータ線に対して下部導電性酸化膜、銀（Ａｇ）導電層及び上部導
電性酸化膜で構成される三重膜の例を挙げたが、前記導電性酸化膜は銀（Ａｇ）導電層の
上部及び下部のうちいずれか一つにだけ形成された多重膜であるようにしてもよい。
【０１２１】
　本発明による薄膜トランジスタ基板の製造方法は上述した実施形態以外にも色フィルタ
ー上に薄膜トランジスタアレイを形成するＡＯＣ（Ａｒｒａｙ　Ｏｎ　Ｃｏｌｏｒ　ｆｉ
ｌｔｅｒ）構造にも容易に適用することができる。
【０１２２】
　以上添付した図面を参照して本発明の実施形態を説明したが、本発明は前記実施形態に
限られることはなく、相異なる多様な形態で製造されることができ、本発明が属する技術
分野で通常の知識を有する者は本発明の技術的思想や必須な特徴を変更しなくて他の具体
的な形態で実施できるということを理解することができる。それゆえ、上述した実施形態
はすべての面で例示的なことであって限定的でないことを理解しなければならない。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明のエッチング液は銀配線及び薄膜トランジスタ基板を製造するのに適用される。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本発明の一実施形態による金属配線形成方法の工程段階別断面図である。
【図２】本発明の一実施形態による金属配線形成方法の工程段階別断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による金属配線形成方法の工程段階別断面図である。
【図４】本発明の一実施形態による金属配線のプロファイルを示す断面写真である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による製造方法により製造された薄膜トランジスタ基板の
レイアウト図である。
【図５Ｂ】図５ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法を順次的に示した
レイアウト図である。
【図６Ｂ】それぞれ図６Ａないし図９ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法を順次的に示した
レイアウト図である。
【図７Ｂ】それぞれ図６Ａないし図９ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法を順次的に示した
レイアウト図である。
【図８Ｂ】それぞれ図６Ａないし図９ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図である。
【図９Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法を順次的に示した
レイアウト図である。
【図９Ｂ】それぞれ図６Ａないし図９ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図である。
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【図１０Ａ】本発明の他の実施形態による製造方法により製造された薄膜トランジスタ基
板のレイアウト図である。
【図１０Ｂ】図１０ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図である。
【図１１Ａ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法を順次的に示
したレイアウト図である。
【図１１Ｂ】図１１ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した工程段階別断面図である。
【図１２】図１１ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した工程段階別断面図である。
【図１３Ａ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法を順次的に示
したレイアウト図である。
【図１３Ｂ】図１３ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した工程段階別断面図である。
【図１４】図１３ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した工程段階別断面図である。
【図１５】図１３ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した工程段階別断面図である。
【図１６】図１３ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した工程段階別断面図である。
【図１７】図１３ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した工程段階別断面図である。
【図１８】図１３ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した工程段階別断面図である。
【図１９Ａ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ基板の製造方法を順次的に示
したレイアウト図である。
【図１９Ｂ】図１９ＡのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図である。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０：絶縁基板
　２２：ゲート線
　２４：ゲート終端
　２６：ゲート電極
　２７：維持電極
　２８：維持電極線
　３０：ゲート絶縁膜
　４０：半導体層
　５５、５６：接触性抵抗層
　６２：データ線
　６５：ソース電極
　６６：ドレイン電極
　６７：ドレイン電極拡張部
　６８：データ終端
　７０：保護膜
　８２：画素電極
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